
 

 

 

 

 

新学期がスタートして，早いもので２週間が過ぎようとしております。生徒も新しい環境 

に戸惑いながらも落ち着いた学校生活を送っております。 

遅ればせながら，本年度の本校の教職員をご紹介いたします。 

氏  名 役  職  等 担当教科等 所属学年 部活動等 

三谷    泉 校長    

藏本 辰英 教頭    

西本 由紀 事務長 学校事務   

石丸  隆子 教諭，研究主任，小中一教育貫 Co 国 語 科 １年学年 文化活動部 

津村  卓也 教諭，教務主任 社 会 科 ２年学年 女子ソフトテニス部 

本間  伸一 教諭 数 学 科 １年担任 女子ソフトテニス部 

岡崎 佑哉 教諭，２学年主任 理    科 ２年担任 男子ソフトテニス部，蒲刈小と兼職 

堀田 侑希 教諭 音 楽 科  ※広南中に在籍で本校と兼職 

福吉 美香 教諭 美 術 科  ※豊浜中に在籍で本校と兼職 

上田 真梨子 教諭，保健主事 保健体育科 ３年担任 女子ソフトテニス部，蒲刈小と兼職 

保手濱  伸二 教諭，生徒指導主事 技 術 科 ３年学年 文化活動部，豊浜中と兼職 

問谷  聖子 非常勤講師 家 庭 科   

浅谷 由樹 教諭，進路指導主事 英 語 科 ３年学年  

平原  信二 教諭，特別支援教育 Co 理    科 虹色学級担任 男子ソフトテニス部 

後藤 亜由美 教諭 保健体育科 太陽学級担任 男子ソフトテニス部 

世良  みゆき 養護教諭 学校保健 ２年学年  

八重垣  遥 栄養教諭  １年学年  

北内 静隆 学校主事   蒲刈小と兼職 

梅田  敏美 学校司書   原則，木曜日の午前中の勤務 

小林  裕子 スクールカウンセラー  来校日は，月ごとの行事予定等をご参照ください。 

Jake Prickett Ａ Ｌ Ｔ 英 語 科   
 

 

第１回 小中合同資源回収にご協力をありがとうございました 

～様々な教育活動は，蒲刈と下蒲刈の資源回収の収益で支えられています～ 

蒲刈小学校ＰＴＡと蒲刈中学校ＰＴＡから組織される「蒲刈町ＰＴＡ連絡協議会」による第１回

「小中合同ＰＴＡ資源回収」が４月１４日（日）に行われました。向地区を小学校が，大浦地区を中
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学校が担当し，多くの段ボールや古新聞などの資源を回収車に積み込む作業などを行いました。

当日は,多数の会員の皆様にご参加いただきありがとうございました。ご協力を心から感謝いたし

ます。下蒲刈島の２ヵ所と蒲刈島の２ヵ所で実施いただいている「資源回収」による収益によって

様々な教育活動を行うことができております。部活動の補助費，外部講師を招聘するための費用，

各種教育活動の補助などとして活用させていただいております。誠にありがとうございます。 

今後とも，資源回収にご協力を賜りますよう，何卒よろしくお願いいたします。 

 

【お知らせ】 
年度始めにあたり，本年度の本校の生徒指導に係る内容の一部についてお知らせします。 

 

「生徒指導規程」について 

「生徒指導規程」とは，いわゆる校則と呼ばれるものです。今，社会で見直し等が話題なって 

いるところでありますが，本校では，一般社会や教育環境の状況及び生徒のニーズや保護者 

の皆様のご意見等に応じて，随時見直しを行っております。 

また，生徒会執行部は，今年度も生徒の皆さんの意見を聞くために「目安箱」を設置してい 

ます。生徒の皆さんの思いに対応できるよう努力してまいります。 

 

「蒲刈中学校いじめ防止基本方針」について 

2012年，滋賀県大津市で事件をきっかけに，2013年「いじめ防止対策推進法」が施行 

されました。この法律では，「いじめ」を「児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する学校に 

在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理 

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対 

象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義しています。 

また，この法律を受けて，県や市では「いじめ防止基本方針」が策定されております。本校に 

おきましても「蒲刈中学校いじめ防止基本方針」を設定し，いじめの未然防止・早期発見・早期

対応するための具体的な取組を示しています。 

今後も，「いじめ０」を目指して，「いじめ撲滅キャンペーン」などの取組を更に推進し， 

「いじめ は絶対に許さない」蒲刈中学校を目指してまいります。 

 

「的確な警察連携」について 

昨年２月に呉市教育委員会より「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底 

 について」の通知がなされ，児童生徒を加害に向かわせず，また被害に遭うことから防ぐ等，児童 

生徒の健全育成に向けた学習資料が作成されました。この学習資料には，「いじめ」だけでなく， 

暴力行為（対教師暴力・生徒間暴力・対人暴力・器物破損）についても，的確に警察連携するこ 

とも求められています。本校におきましては，昨年度この資料のもと生徒に説明・指導を行っており 

ますが，今後もこの学習資料のもと，問題行動が生起しないよう，生徒の心に寄り添った指導・支 

援を継続してまいります。すべての生徒及び教職員が安心・安全な生活を送ることができる蒲刈 

中学校を目指してまいります。 

※ 蒲刈中学校の「生徒指導規程」，「蒲刈中学校いじめ防止基本方針」などは， 

蒲刈中学校 ホームページにアップしています。ご覧ください。 


